
成年後見制度普及啓発セミナー 

認知症や知的障がい・精神障がいなどで判断能力が不十分になったかたが、住み慣れた地域で

安心して暮らすことができるよう、みなさんも成年後見制度についてのお話を聴いてみませんか。 

会場へのアクセス（駐車場に限りがありますので、公共の交通機関をご利用ください） 

・ＪＲ京浜東北線 西川口駅東口からバス（５番乗場） 

・ＪＲ京浜東北線 川口駅東口からバス（７～９番乗場） 

・ＳＲ埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅西口からバス（３番乗場） 

・ＳＲ埼玉高速鉄道 戸塚安行駅駅前広場からバス（１番乗場） 

・ＪＲ武蔵野線 東川口駅南口からバス（１番乗場） 

バス停「総合高校」下車 徒歩５分 

・ＪＲ京浜東北線 蕨駅東口からバス（５番乗場） 

  バス停「天神橋」下車 徒歩１０分 

・コミュニティバス（みんななかまバス） 

  青木線「SKIPシティ」下車徒歩５分 

日 時：平成２６年１月１８日（土）午後２時～４時 

会 場：上青木公民館 コミュニティホール 

講 師：藤原
ふじわら

 剛
つよし

 氏（弁護士）

定 員：１００人（定員になり次第締切）  

上青木３ １ ３７

*藤原剛法律事務所 

*埼玉弁護士会 高齢者・障がい者権利擁護センター運営委員会 委員長

対象者：市内在住・在勤・在学で成年後見制度に関心のある方   川口市社会福祉協議会マスコット 

  社助（しゃすけ）

成年後見制度についての

お話を聴いてみよう！！ 

申込方法：電話または来所にて申し込み。 

参加者名（複数の場合は代表者のお名前）、参加人数、

電話番号（FAX番号）をご連絡ください。 

受付開始：平成２５年１２月１６日（月） 

申し込み先：社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 福祉支援課 

電話０４８ ２５２ １２９４

FAX０４８ ２５６ ４３４４

※当日は手話通訳がつきます。 

参加費：無料 

川口市マスコット 

きゅぽらん 

だれもが安心して暮らせる

地域を作ろうきゅぽ！ 

主 催：社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 

共 催：川 口 市 




